
船舶事故調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 令和５年５月２４日 ０２時１５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市志
し

多
た

賀
か

漁港 

 志多賀港沖防波堤灯台から真方位３０３°１１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.６′ 東経１２９°２３.９′） 

事故の概要 漁船幸
こう

州
しゅう

丸は、北進中、消波ブロックに衝突した。 

事故調査の経過 令和５年６月１５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 幸州丸、３.４１トン 

ＮＳ３－７２１０８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部外板に破口及び亀裂 

消波ブロック 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか一本釣り漁を終え、約８ノッ

トの対地速力で、志多賀漁港に向けて帰航を開始した。 

船長は、志多賀漁港入口に向けて北進中、船首方に赤色の灯光（以

下「本件灯光」という。）を視認して同港に帰港する際の目標とし、

本件灯光を右舷方に見て航行しようと左舵を取ったところ、志多賀港

沖防波堤の西方約５０ｍに設置された消波ブロックを至近に認め、機

関を中立としたものの、本船の船首部が消波ブロックに衝突した。 

船長は、自力で航行して本船を岸壁に着岸させた後、自身で車を運

転して消防署へ向かい、本事故の発生を伝えた後、救急車で病院へ搬

送され、肋
ろっ

骨骨折と診断された。 

船長は、本事故の発生を海上保安庁に通報しなかった。 

船長は、本事故後、本件灯光がいけす
．．．

に設置された簡易標識灯で

あったことに気付き、ふだん、志多賀漁港に入港する際に船首方の目

標としていた志多賀港沖防波堤灯台と誤ったと思った。 

（付図１ 事故発生経過概略図） 

分析 

 

本船は、志多賀漁港に向けて航行中、船長が、船首方に視認した本

件灯光を志多賀港沖防波堤灯台の灯光と思い、本件灯光を右方に見て

航行しようと左舵を取ったことから、消波ブロックに向かって航行

し、同消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

船長は、目視のみで航行していたことから、本件灯光を志多賀港沖



防波堤灯台の灯光と思ったまま航行を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、志多賀漁港に向けて航行中、船長が、船

首方に視認した本件灯光を志多賀港沖防波堤灯台の灯光と思い、本件

灯光を右方に見て航行しようと左舵を取ったため、消波ブロックに向

かって航行し、同消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、夜間、港口等の狭い海域を航行する際、航路標識を誤認

しないように周囲の見張りを適切に行うとともに、目視だけに頼

らず、ＧＰＳプロッター等で防波堤等の位置を確認するなど、船

位の確認を適切に行うこと。 

・船長は、乗揚等の航行の安全に係る事故の発生時には、速やかに

海上保安庁に通報すること。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土地理院 Web サイトの地理院地図 空中写真 を加工して制作） 

事故発生場所 

（令和５年５月２４日 

０２時１５分ごろ発生） 

本件灯光 

志多賀港沖防波堤 

志多賀港沖防波灯台

志多賀漁港 


